
自転車指導啓発重点地区・路線   （ 五泉署 ）

令和８年１月１日時点

〈 地区 〉

この地区でよく見られる自転車利用者の違反形態

・右側通行

自転車に乗る時は次の点に気を付けましょう！

五泉警察署周辺地区

【選定理由】
商業施設が多数あることから、
通勤・買い物等での自転車利用
者が多く、近年、自転車事故も
多発傾向にあるため

新 潟 県 警 察

出典：地理院地図を加工して作成

〈 路線 〉

な し

出典：地理院地図を加工して作成

村松桜中学校周辺地区

【選定理由】
自転車利用の学生等が多く、併
せて自動車の交通量も多いこと
から、指導啓発等により交通事
故防止を図るため

・自転車は車両「車のなかま」です。
自転車も車道の「左側通行」が原則！


	スライド 1

